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東京圏から移住された方に移住支援金を支給する制度を新設 

 

県では、人口減少社会においても地域が活力を保ち続けられるよう、都市部からの移住定住

施策に取り組んでいるところです。 

このたび、国の地方創生推進交付金を活用し、東京圏※１から岐阜県へ移住した方に対し、県

と市町村が共同で移住支援金を支給する制度を新設しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 移住支援金の概要 

（１） 対  象  以下の要件を全て満たす者 

・ 住民票を移す直前に連続して５年以上、東京２３区に在住していた

者又は東京圏在住で２３区へ通勤していた者 

         ・ 平成３１年４月１日以降に岐阜県内に転入した者 

         ・ 転入後３か月以上１年以内である者 

         ・ 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から５年以上、継続して居 

住する意思がある者 

         ・ 都道府県が公開するマッチングサイトに掲載された中小企業等に就

業又は地域課題の解決に資する事業※２を起業した者 

 

（２） 支 給 額    最大１００万円（世帯１００万円、単身６０万円） 

 

（３） 負担割合  国１／２、県１／４、市町村１／４ 

 

（４） その他   ・詳細は、以下のウェブサイトを参照 

岐阜県移住定住ポータルサイト「ふふふぎふ」 

           ＵＲＬ：https://www.gifu-iju.com/category/job 

          ・岐阜県が公開するマッチングサイトは以下を参照 

           岐阜県中小企業総合人材確保センターホームページ 

 ＵＲＬ：https://www.jinzai-gifu.jp/uij_turn       

 

 

 

https://www.gifu-iju.com/category/job


２ 申請方法   

各市町村の窓口（移住定住担当課）に申請 

※必要書類等については各市町村に直接お尋ねください。 

 

３ その他 

移住支援金の支給対象者のうち、地域課題の解決に資する事業を起業した者に対して、

最大２００万円を上乗せして支給する制度を創設予定です。 

詳細は５月頃、別途お知らせします。 

 

 

※１ 東京圏 

 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県（法で指定する条件不利地域を除く） 

※２ 地域課題の解決に資する事業 

 地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域等活性化関連、買物弱者支援等 

 


